
市町村に対して捜査機関から刑事訴訟法第１９７条第

２項に基づく税務関係情報の照会があった場合、ど

のような点に留意すればよいのでしょうか。

刑事訴訟法第１９７条第２項が報告義務を伴うもので

あることを踏まえつつ、個別具体の状況に応じ、事

案の重要性や緊急性、代替的手段の有無、全体とし

ての法秩序の維持の必要性等を総合的に勘案し、保

護法益間の比較考量を慎重に行ったうえで、情報提

供が必要であると認められる場合に限り、必要な範

囲内で情報の提供に応じることが適当である。

なお、原動機付自転車の所有者関係情報（氏名、

住所、標識番号、車台番号等）については、同項に

基づく報告義務に従って情報提供に応じる必要があ

る。

地方税の賦課徴収に従事する職員（以下、「税務職

員」という。）に対する守秘義務が法律上において規

定されているものとしては、一般法として地方公務

員法第３４条に規定されている「秘密を守る義務」が

ある。同条第１項は「職員は、職務上知り得た秘密

を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、

同様とする。」と規定されており、違反すると同法第

６０条の規定により「一年以下の懲役又は三万円以下

の罰金に処する。」とされている。

また、特別法として地方税法第２２条にも、「秘密漏

えいに関する罪」があり、「地方税に関する調査に関

する事務に従事している者又は従事していた者は、

その事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は窃用

した場合においては、二年以下の懲役又は三十万円

以下の罰金に処する。」と規定されている。このよう

に、地方税法に重い罰則規定があるのは、税務職員

の職務内容の特殊性によるためである。

この特殊性とは、つまり、税務職員が地方税を賦

課徴収するための職務遂行の過程においては、納税

義務者等の行う申告又は報告により、あるいは、質

問検査権を行使することによって、私人の秘密を知

り得ることがあるということである。

さて、地方税法第２２条に規定される「その事務に

関して知り得た秘密」とは、何を指すのであろうか。

これは、地方税に関する調査の対象事項であって、

例えば、税務職員が知り得た収入額又は所得額、課

税標準額、税額等のほか、調査事務を執行すること

に関連する私人の秘密も含むものである。したがっ

て、職業、家族の状況等も地方税法に関する調査に

関して知り得た場合には、「その事務に関して知り得

た秘密」に含まれる場合がある。なお、滞納者名及

び滞納税額の一覧等のように、地方税に関する調査

の対象事項ではないものは、一般に地方税法第２２条

の「その事務に関して知り得た秘密」には含まれな

いが、地方公務員法第３４条第１項の「職務上知り得

た秘密」に該当することに留意する必要がある。

ところで、地方税法第２２条が、税務職員に対して、

特に強い守秘義務を課しているのは、納税者等の秘

密が外部に漏れて、その利益が害されるのを防止す

るためであり、また、税務調査の権限は、租税の確

定・徴収を確実に行うためにのみ認められた権限で

あるため、それによって得られた納税者等の秘密は、

外部に漏れないよう厳格に守らなければならないと

考えられているからである。

したがって、他の行政官庁等から税務関係情報の

照会、閲覧等の要求があっても、法令によって、そ

の開示が要求され、あるいは閲覧が認められている

場合を除いては、これに応じてはならないと解され

ている。

ただ、他の法令に資料請求権等が規定されている
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場合であっても、地方税法第２２条が、全て一律に阻

却されるわけではなく、その秘密の漏えいが、実質

的に全体としての法秩序に反するかどうかを個々の

場合ごとに検討しなければ判断することはできない。

例えば、「一般的に公務所等に照会ができる旨を規

定した法令」としては、弁護士法第２３条の２第２項

があるが、これは、弁護士が受任している事件につ

いて、弁護士会が公務所等に報告を求めることがで

きる旨の規定がある。ただ、この規定に基づく要求

は、結局、弁護士に委任している私人の利益のため

の照会であることから、これに対して秘密に該当す

る事項を開示することが正当視されるような特段の

事由が認められない限り、地方税法第２２条又は地方

公務員法第６０条の刑罰の対象となることから、照会

に応じて当該事項を報告することは許されないもの

と解されている。（第１５１回通常国会で提出された質

問主意書に対する答弁（平成１３年４月６日閣議決定））

一方、公営住宅法第３４条には、事業主体の長が、

入居者の収入の状況について、官公署に必要な書類

を閲覧させることを求めることができる旨の規定が

ある。この規定は、文言上は、事業主体の長の権限

を規定したものであるが、実質的には入居者に対し、

事業主体の長の求めに応じて収入の状況を報告すべ

き義務を課したものであるため、その収入の状況は

秘密ではなく、むしろ事業主体に知得させなければ

ならないものとされている。また、同条は、官公署

に対しても、別段の公益上の理由がない限り、事業

主体の長の行う公営住宅の入居者の収入の状況の調

査に協力すべき義務を課したものと解されている。

したがって、同条の規定は、事業主体の長の求めに

応じて、地方団体の長が入居者の収入の状況を閲覧

させることを許容する趣旨のものと考えられ、この

場合においては、地方税法第２２条に規定する犯罪は

成立しないと解されている。

それでは、質問の刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ

く照会についてはどうだろうか。これまでは、同項

に基づく照会が報告義務を伴うものであるか、照会

に応じることが守秘義務に抵触するのか否かについ

ては、疑義が呈されることもあったが、「原動機付自

転車に係る所有者情報の取扱いについて」（平成１７年

３月２９日付け総税企第７０号、総務省自治税務局企画課

長通知）によると、第１６０回臨時国会で提出された質

問主意書に対する答弁（平成１６年８月１０日）におい

て、「刑事訴訟法第１９７条第２項の規定に基づく照会

については、相手方に報告すべき義務を課すもの」

である旨の解釈が閣議決定され、刑事訴訟法第１９７条

第２項の規定に基づく照会は、単なる協力依頼では

なく、報告義務を伴うものであることが明確化され

たところである。

また、同項による照会は公共性が高く、捜査機関

にも守秘義務がある上、自動車登録ファイルに登録

されている自動車の所有者等の情報は、誰もが請求

可能となっていることとの均衡、あるいは、市町村

にしか情報が存在せず、他の代替的手段が想定し難

いことなどを踏まえて、原動機付自転車の所有者関

係情報（氏名、住所、標識番号、車台番号等）につ

いて、刑事訴訟法第１９７条第２項に基づき、捜査機関

から当該情報提供を求められた場合には、同項に基

づく、情報提供報告義務に応じることが相当であり、

この場合、地方税法第２２条の守秘義務違反の罪に問

われることはないと解されたところである。

このように、今回、刑事訴訟法第１９７条第２項に基

づく原動機付自転車の所有者関係情報の照会につい

て、見解が示されたところであるが、これにより、

全ての税務関係情報について、守秘義務が解除され、

無条件に情報提供に応じる必要が生じる訳ではない

ことに注意する必要がある。したがって、当該情報

以外の税務関係情報については、刑事訴訟法第１９７条

第２項に基づく照会が報告義務を伴うものであるこ

とを踏まえつつ、個々の事案の状況に応じて、保護

法益の比較考量等を行い、情報提供の適否を適切に

判断する必要がある。

（大阪府総務部市町村課税政グループ）
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